
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



（議長） （連絡責任者）
司会（議長補佐）

（連絡責任者代行）

時　　　刻 主な作業時系列 工場長 副工場長 技術部長 技術部部長 放射線管理部長 保修部長 運転部部長 放射線安全課長 担当者 統括当直長

7月30日

15時50分
温度検出器の先端部が保護管から出た時
点でサーベイメータ指示値が上昇

15時55分頃
統括当直長が保修部副長Ｂからグリー
ン区域での作業において温度計先端
部に汚染があったこと、及び放射線管
理部にサーベイを依頼したことの連絡
を受けた。

16時16分 放射線安全課員による現場サーベイ開始

16時30分
作業場所床面の養生シート上に汚染を確
認

16時35分
現場サーベイにて作業員A（現場監督者）の
綿手袋及び半面マスクに汚染があることを
確認

連絡を受け、引き
続き状況を連絡す
るよう求めた

技術部部長に手部
及び半面マスクに
汚染が認められた
ことから鼻スミヤ及
びＷＢＣを行う旨連
絡

17時00分
六ヶ所対応会議の立上げ
（E施設のトラブルと、本事象のトラブルで
六ヶ所対応会議を２つ同時に実施）

六ヶ所対応会議の
立ち上げを宣言

六ヶ所対応会議の
立ち上げを工場長
へ要請

保修部及び運転部からの状況報告

汚染が疑われる温
度検出器は保護
管内へ戻し保護管
の開放部を養生し
たため、汚染の拡
大はない状況であ
ることを六ヶ所対
応会議へ報告

17時15分
統括当直長が分離建屋への立入
規制の放送を実施
17時22分
統括当直長が第１報発信を六ヶ所
対応会議にて実施することを日勤
統括当直長に確認。

工場長の指示事項

保修部からの報告
を受け、汚染がG区
域であったことか
ら、作業員の被ばく
及び内部取り込み
の有無の確認を急
ぐよう放射線管理
部長へ指示

工場長より作業員の
被ばく及び内部取り
込みの有無について
確認を急ぐよう指示を
受ける。

17時18分
作業員A（現場監督者）の身体サーベイによ
り身体に汚染を確認

作業員１名の身体
サーベイ結果（β
（γ）で最大：約１．６

Ｂｑ/㎝２）であったこと
を六ヶ所対応会議へ
報告

17時28分
統括当直長が作業員A（現場監督

者）の右掌にβ０．３７Ｂｑ／ｃｍ
２
、

左掌にβ１．５７Ｂｑ／ｃｍ
２
の汚染

があったことを放射線管理部から
報告を受ける。

工場長の指示事項

汚染源特定に係
る原因調査を運
転部部長へ指示

汚染源の特定の
調査を担当部長
へ指示した

17時35分頃
作業員A（現場監督者）の身体汚染の除染
を開始（管理区域内）

17時45分
Ｅ施設換気筒モニタ注意報発報（Ｂ情報）第
２報FAX発信

第２報のＦＡＸ発信
を行ったため、国
等への電話連絡を
行った

18時06分
作業員３名放管員１名に汚染がないことを
確認

18時30分頃 保修部からの事象発生時の状況報告

作業者から聞き
取った情報によれ
ば、引き抜いた温
度計の先端が濡れ
ていたこと、温度計
を引き抜いたときに
サーベイメータの指
示値が急上昇した
ことを六ヶ所対応会
議に報告

18時32分
作業場所近傍にいた、他の作業に従事して
いた２名に汚染にないことを確認

19:00頃
作業員1名の被ばく線量が0.01mSvであるこ
とを確認

作業員1名（温度計を
抜出した作業者）の被
ばく線量が0.01mSvで
あることを六ヶ所対応
会議へ報告

19時29分
作業員１名の管理服及び綿手袋のγ核種
分析を行いセシウム１３４、１３７を検出

γ核種分析により
セシウム１３４、１３
７を検出したことを
六ヶ所対応会議へ
報告

19時53分頃
汚染発生場所を含むフロア全体のスミヤに
よる汚染検査を開始

放射線安全課員より
G区域に設置している
養生シート上の汚染
が高そうだとの連絡を
受け、六ヶ所対応会
議に報告

放射線管理部長
の報告を受け、本
事象は汚染の観
点からトラブルに
該当すると六ヶ所
対応会議に報告し
た

工場長の指示事項

汚染源特定のた
めのグリーンハウ
ス設置及び２次汚
染に気をつけなが
ら、温度計の引き
抜きの検討を保
修部長へ指示

しっかりとしたグ
リーンハウスを作
るには、協力会
社に委託する必
要があり、設置作
業は月曜日以降
になる旨報告

19時55分
保健管理建屋にて作業員A（現場監督者）
の当社産業医による除染を開始

20:00 工場長の指示事項

汚染源特定に係
る原因調査を運
転部部長へ再度
強く指示

汚染源の特定に
係る調査につい
ては、時間がか
かることから８/１
（日）にまとめて
報告する旨工場
長へ報告

放射線管理部長より、作業者（温度計の引き抜きを行った作業者）の被ばく線量が0.01mSvであったことの報告を受ける

放射線管理部長よりγ核種分析よりセシウム１３４、１３７を検出したことの報告を受ける

本事象は汚染によるトラブルに該当するものとの報告を受ける

保修部長より温度検出器を保護缶内へ戻したため、汚染の拡大はない状況であることの報告を受ける

六ヶ所対応会議

放射線管理部長より身体汚染検査結果の報告を受ける

担当者から事象発生時の状況報告を受けたが、六ヶ所対応会議として報告内容を把握できていなかった

：補足情報 ：問題点

管理基準値：４Ｂｑ/㎝
２
を超える可

能性が高いだろうと考えた。

この時点で、別のトラブル対応を行っ
ていたため、まずは現在対応している
トラブルの通報連絡を優先すべきと考
えた。

Ｅ施設については、トラブルの復旧の目途がついたので、あと
は建屋換気設備が復旧後、換気筒モニタの指示値が通常値に
戻った時点で最終報を出す準備が必要と考えた

E施設のトラブル対応中であり、本
事象に専念できなかった。

身体サーベイ等の結果、汚染レベルが低かったことから、汚染源が濃縮缶内の高
レベル廃液ではない可能性が考えられるため、直接温度検出器から採取した試料
と、高レベル廃液濃縮缶内の液との組成を比較しないとＡ情報と判断できないと考
えた。

【問題点②】
　高レベル廃液の主要な核種成分であるセシウムが作業員A（現
場監督者）の管理服及び綿手袋から検出したにも係らず「高レベ
ル廃液の漏えいのおそれ」としてＡ情報を発信しなかった

【問題点⑤】
　六ヶ所対応会議として必要な情報が把握できていなかったこと Ｅ施設のトラブル対応を行って

いたため、報告内容を把握でき
ていなかった

E施設のトラブルに係る六ヶ所対応会議は縮小していた

汚染に関する判断基準には、汚染レベルを特
定する必要があることから、汚染のレベルが確
定してから通報区分を判断することになると考
えた。
また、温度計先端部に汚染があったとの連絡だ
けでは、汚染源が高レベル廃液濃縮缶からの
漏えいとは考えなかった。

汚染のレベルから、高レベル廃液
が漏えいした可能性は低く、高レ
ベル廃液以外からの汚染の可能
性が高いと考えた。

【問題点①】
　高レベル廃液濃縮缶の温度を計測している温度計の先端
に汚染があると連絡を受けたにも係わらず、「高レベル廃液
の漏えいのおそれ」としてＡ情報を発信しなかった

【問題点④】
　本来汚染が発生しないＧ区域での高いレ
ベルの汚染が確認されたことから、法令上

の基準値（３．７×１０
６
Ｂｑ）を超えるおそ

れがあることが考えられたが、Ａ情報とし
て発信しなかった

（調査項目）
・濃縮缶内の廃液組成の評価
・濃縮缶の運転履歴の調査
・保護管等の施工検査記録の調査
・汚染の発生源特定の調査計画の策定

身体汚染検査の結果より

・高レベル廃液だとしたら、皮膚汚染で１．６Ｂｑ/cm
2
、は低いと思った。

・セル内の汚染がグリーン区域に拡大したことを疑い、汚染が保護管からのものであれ
ば原因は、濃縮缶だと考えたので、汚染の発生源の特定をする調査が必要と考えた。

図ー１　通報遅れに係る出来事流れ図（１／２） 別添-5



（議長） （連絡責任者）
司会（議長補佐）

（連絡責任者代行）

時　　　刻 主な作業時系列 工場長 副工場長 技術部長 技術部部長 放射線管理部長 保修部長 運転部部長 放射線安全課長 担当者 統括当直長

六ヶ所対応会議
：補足情報 ：問題点

20時44分頃
養生シート外に汚染のないことを確認した
後に養生シート上の汚染検査を開始（スミ
ヤによる）

養生シート外に汚
染のないことを六ヶ
所対応会議に報告

21時05分
身体汚染が確認された作業員A（現場監督
者）ホールボディカウンタ測定を実施し、内
部被ばくがないことを確認

作業員１名に体内
取り込みがないこと
を六ヶ所対応会議
に報告（この報告で
作業員全員（７名）
に体内取り込みが
なかったことを報
告）

22時05分
Ｅ施設換気筒モニタ注意報発報（Ｂ情報）第
３報（最終報）FAX発信

最終報のＦＡＸ発
信を行ったため、
国等への電話連
絡を行った

22時30分頃 養生シート上の汚染が最大約７１０Ｂｑ/㎝
２

であることを確認

最大約７１０Ｂｑ/㎝
２
であること及び汚
染は養生シート上
で限られているた
め、除染は容易で
あることを六ヶ所対
応会議に報告。
表面汚染の最大値
が高かったため、
汚染の放射能の総
量を求めるよう放射
線管理部長から放
射線安全課長に指
示

表面汚染の最大
値が高かったた
め、汚染の放射能
の総量を求めるめ
るよう放射線管理
部長より指示を受
ける

23時00分頃 汚染した放射能の総量が２．７×１０
６
Ｂｑで

あることを確認

放射能の総量が

２．７×１０
６
Ｂｑであ

ることの報告を受け
法令報告の基準値
以下であることを
六ヶ所対応会議へ
報告

放射能の総量が

２．７×１０
６
Ｂｑで

あることを放射線
管理部長へ報告

23時11分 六ヶ所対応会議縮小

事象の進展がない
と判断し、本事象を
C情報として８月２
日（月）朝（９時３０
分）に第１報を発信
することを確認し
六ヶ所対応会議の
縮小を宣言。
８/１（日）に汚染源
特定に係る調査事
項等の状況を確認
するため、六ヶ所対
応会議を開催する
旨連絡。

夜間に確定したC
情報の場合は、翌
平日に第１報を発
信するルールであ
ることを報告。

23時37分 当社産業医による作業員１名の除染を終了

7月31日

0時47分～
4時00分頃

汚染エリアの除染作業を行い、表面汚染に
係る管理基準値未満になったことを確認
（C情報確定）

表面汚染に係る管
理基準値未満に
なったため、Ｃ情報
が変わらないことを
確認

放射線管理部長
へ表面汚染に係る
管理基準値未満
に除染できたこと
を報告

8時00分頃～
24時00分頃

汚染の発生源を特定するための調査計画
の策定及び運転記録・濃縮缶内の廃液組
成の評価・保護管等の施工記録・検査記録
の調査を実施（運転部部長Ａ、Ｂ及び分離
課員）

8月1日

8時00分頃～
12時00分頃

引き続き、汚染の発生源を特定するための
調査計画の策定及び運転記録・濃縮缶内
の廃液組成の評価・保護管等の施工記録・
検査記録の調査を実施（運転部部長Ａ、Ｂ
及び分離課員）

15時00分頃 六ヶ所対応会議を再開

～19時00分頃

・エリア汚染に係る顛末書の確認
・汚染の発生源を特定するための調査計画
の策定及び運転記録・濃縮缶内の廃液組
成の評価・保護管等の施工記録・検査記録
の調査結果を確認

19時00分頃 六ヶ所対応会議縮小

8月2日

8時30分 六ヶ所対応会議を再開

～９：３０頃 六ヶ所対応会議にて、Ｃ情報の再確認

9時42分 Ｃ情報第１報発信 Ｃ情報第１報発信

11時30分頃

放射線管理部長に
γ線の核種分析を
実施した際の同位
体組成を確認する
よう指示
放射線管理部長よ
りセシウムのピーク
の比が１対５５であ
ることの報告を受け
る

副工場長よりセシ
ウムの同位体の
ピークの比を問わ
れる
放射線安全課に問
い合わせセシウム
のピークの比が１
対５５であることを
確認し副工場長へ
報告

12時00分頃
保護管内に高レベル廃液が漏えいしている
可能性があることを確認

13時10分頃 法令３号に該当すると判断

高レベル廃液の可
能性があることから
法令３号に該当す
ることから技術部
長にＡ情報発信の
指示

技術部長は工場長
の指示によりＡ情
報発信の準備

Ａ情報第１報発信

・エリア汚染に係る顛末書の確認
・汚染の発生源を特定するための調査計画の策定及び運転記録・濃縮缶内の廃液組成の評価・保護管等の施工記録・検査記録の調査結果を確認

放射線管理部長より作業員全員（７名）に体内取り込みがなかったことの報告を受ける

汚染の観点からは汚染の最大値が管理基準値を超えているものの、容易に除染が実施できることから、Ｃ情報に該当すると認識した

放射線管理部長より養生シート外に汚染のないことの報告を受ける

γ線の核種分析の結果、Cs-134とCs-137の比率が1対55であり、高レベル廃液濃縮缶内のCs-134とCs-137の推定比率（1対42）とほぼ一致したことか
ら、保護管内に高レベル廃液が漏えいしている可能性があることを確認

六ヶ所対応会議にて、Ｃ情報の再確認

放射線管理部長より放射能の総量が２．７×１０
６
Ｂｑであることの報告が法令報告の基準値以下であることの報告を受ける

汚染が養生シート上である
ため除染は容易であると考
えた。

濃縮缶内の圧力が安定しているこ
と、保護管を養生したことにより、こ
れ以上の事象の進展がないと考え
た。

内部取り込みがなかったこと
の報告を受け、内部取り込み
に関する情報提供をする必
要がないと考えた

法令８号（管理区域内での放射性物質の漏えい）に該当しないと考えた。

汚染源を特定するサンプリングに時間を要するものの、直接温度検出器から採取した
試料と、高レベル廃液濃縮缶内の液との組成を比較しないとＡ情報と判断できないと
考えた。

【問題点③】
　温度計からのサンプリングに時間を要する状況において、それまで
に得られた情報から総合的に判断して「高レベル廃液の漏えいのお
それ」としてＡ情報を発信しなかったこと。

この時点では温度計からサンプリングしたものとの核種組成比率を確認しなければ高レベル廃液と確定できないと考えた。

【問題点⑥】
　濃縮缶内の廃液組成（推定値）が報告された段階で、それまでに得
られた情報（放射性物質が付着した管理服を試料として行った核種
分析結果からセシウムの同位体比率が計算できる状況）から総合的
に判断して「高レベル廃液の漏えいのおそれ」としてＡ情報を発信し
なかったこと。

図ー１　通報遅れに係る出来事流れ図（２／２） 別添-6
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